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       令 和 ８ 年 第 ２ 回 鹿 沼 市 議 会 定 例 会 議 案 説 明 書        

 

◎ 報告第 ８号 専決処分事項の報告について 

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

  令和８年２月２４日貝島町地内において、職員が運転する自動車が、市内在住

者所有の自動車に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額を１０万１００

円とし、和解したものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項

で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長

において、これを専決処分にすることができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の

長は、これを議会に報告しなければならない。 

 

       市長専決処分事項の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定

により次の事項については、これを市長において専決処分すること

ができるものとする。 

              記 

 １件１００万円以下の事件に関し、市がその当事者である和解を

すること。 

 １件１００万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定

めること。 

 

◎ 報告第 ９号 債権放棄の報告について 

 

  市営住宅使用料及び水道料金について、消滅時効の完成又は破産による免責に

より債権を放棄したので、報告するものである。 

 

（参照条文） 鹿沼市債権管理条例 

第１１条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る

損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。 



 (1) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 253 条第１項、会社更生

法（平成 14 年法律第 154 号）第 204 条第１項その他の法令の規

定により債務者が当該私債権につきその責任を免れたとき。 

第２号 省略 

 (3) 当該私債権について消滅時効が完成したとき（債務者が時効

の援用をしない特別の理由があるときを除く。）。 

２ 市長は、前項の規定により私債権を放棄したときは、これを議 

会に報告しなければならない。 

 

◎ 報告第１０号 令和７事業年度公益財団法人鹿沼市農業公社事業及び決 

         算の報告について 

 

◎ 報告第１１号 令和７事業年度公益財団法人鹿沼市花木センター公社事 

         業及び決算の報告について 

 

  公益財団法人鹿沼市農業公社及び公益財団法人鹿沼市花木センター公社の 

令和７事業年度における事業及び決算に関する書類を法の定めるところにより

提出するものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第２４３条の３ 第１項 省略 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、

毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、

これを次の議会に提出しなければならない。 

第３項 省略 

 

◎ 報告第１２号 平成２１事業年度から令和７事業年度までにおける有限 

         会社農業生産法人かぬま事業及び決算の報告について 

 

  有限会社農業生産法人かぬまの平成２１事業年度から令和７事業年度までに

おける事業及び決算に関する書類を法の定めるところにより提出するものであ

る。 

 

 

 



◎ 報告第１３号 平成２２事業年度から令和８事業年度までにおける有限 

         会社農業生産法人かぬま事業計画及び予算の報告につい 

         て 

 

  有限会社農業生産法人かぬまの平成２２事業年度から令和８事業年度までに

おける事業計画及び予算に関する書類を法の定めるところにより提出するもの

である。 

 

（参照条文） 報告第１０号及び第１１号と同じ。 

 

◎ 報告第１４号 令和８事業年度公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興 

財団事業計画及び予算の報告について 

 

  公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団の令和８事業年度における事業計

画及び予算に関する書類を法の定めるところにより提出するものである。 

 

（参照条文） 報告第１０号及び第１１号と同じ。 

 

◎ 報告第１５号 令和７年度鹿沼市繰越明許費繰越計算報告について 

 

  一般会計の公用車等管理費外１９事業において、事業工程の見直し等のため、

事業費の一部を翌年度に繰り越したものである。 

 

（参照条文） 地方自治法施行令 

第１４６条 第１項 省略 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌

年度に繰り越したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を

調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 

第３項 省略 

 

 

 

 



◎ 報告第１６号 令和７年度鹿沼市下水道事業会計継続費繰越計算報告に 

         ついて 

 

  下水道事業会計の継続費を設定した鹿沼市黒川終末処理場の建設工事委託に

おいて、工事請負費等の一部を翌年度に繰り越したものである。 

 

（参照条文） 地方公営企業法施行令 

第１８条の２ 地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定

額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある

場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓次

繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者

は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画につ

いて、継続費繰越計算書をもつて翌事業年度の５月３１日までに

報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議

においてその旨を議会に報告しなければならない。 

第２項及び第３項 省略 

 

◎ 報告第１７号 令和７年度鹿沼市水道事業会計予算繰越計算報告につい 

         て 

 

  配水設備拡張費及び配水設備改良費において、関連する他の工事及び関係機関

との調整等に不測の日数を要し、年度内支出が困難となったため、事業費の一部

を翌年度に繰り越したものである。 

 

（参照条文） 地方公営企業法 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費

のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合におい

ては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することがで

きる。 

第２項 省略 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者

は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告

をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議に

おいてその旨を議会に報告しなければならない。 

 

 



◎ 報告第１８号 令和７年度鹿沼市下水道事業会計予算繰越計算報告につ 

         いて 

 

  管渠整備費及びポンプ場整備費において、関係者との調整、電柱移設等に不測

の日数を要し、年度内支出が困難となったため、事業費の一部を翌年度に繰り越

したものである。 

 

（参照条文） 報告第１７号と同じ。 

 

◎ 報告第１９号 令和７年度鹿沼市下水道事業会計予算事故繰越し繰越計 

         算報告について 

 

  処理場管理費において、栃木県の下水道資源化工場汚泥処理施設等建設事業の

年度内完成が困難となり、当該事業に係る負担金の年度内支出が困難となったた

め、事故繰越しとして事業費の一部を翌年度に繰り越したものである。 

 

（参照条文） 地方公営企業法 

第２６条 第１項 省略 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金

額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支

出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行

為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたも

のについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使

用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者

は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告

をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議に

おいてその旨を議会に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



◎ 議案第４３号 専決処分事項の承認について 

         （令和７年度鹿沼市一般会計補正予算（第１２号）） 

 

  歳入については、市税、地方交付税、国県支出金等の増減額を計上し、歳出に

ついては、財政調整基金積立金、減債基金積立金、児童手当費等の増減額を計上

したもので、この補正額を 122,264,000 円の増とし、予算総額を 46,342,254,000

円とするものである。 

  なお、地方債の補正については、第２表のとおりである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３ 

条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、

普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特 

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事

件を処分することができる。ただし、第１６２条の規定による副 

知事又は副市町村長の選任の同意（中略）については、この限り

でない。 

第２項 省略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければ 

 ならない。 

第４項 省略 

 

◎ 議案第４４号 専決処分事項の承認について 

（令和７年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号）） 

 

  歳入については、国民健康保険税、県支出金等の増減額を計上し、歳出につい

ては、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費等の増減額を計上した

もので、この補正額を 294,942,000 円の減とし、予算総額を 9,447,868,000 円と

するものである。 

 

（参照条文） 議案第４３号と同じ。 



◎ 議案第４５号 専決処分事項の承認について 

（令和７年度鹿沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第４号）） 

 

  歳入については、繰入金の減額を計上し、歳出については、健診事業費及び予

備費の減額を計上したもので、この補正額を 9,752,000 円の減とし、予算総額を

1,561,367,000 円とするものである。 

 

（参照条文） 議案第４３号と同じ。 

 

◎ 議案第４６号 専決処分事項の承認について 

（鹿沼市税条例の一部改正） 

 

  地方税法の一部改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の

課税標準の特例について見直しを行うとともに、令和８年３月末をもって軽自動

車税環境性能割を廃止するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第４３号と同じ。 

 

◎ 議案第４７号 専決処分事項の承認について 

         （鹿沼市都市計画税条例の一部改正） 

 

  地方税法の一部改正に伴い、引用する同法の条項を整理するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第４３号と同じ。 

 

◎ 議案第４８号 専決処分事項の承認について 

         （鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正） 

 

  関係法令の一部改正に伴い、国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金課税

額を新設するとともに、低所得世帯に対する国民健康保険税の減額措置の適用範

囲を拡大するためのものである。 

 



（参照条文） 議案第４３号と同じ。 

 

◎ 議案第４９号 令和８年度鹿沼市一般会計補正予算（第２号）について 

 

  歳入については、諸収入の増額を計上し、歳出については、中小企業経営   

対策事業費、ＪＲ鹿沼駅東口周辺整備事業費、校舎等施設整備事業費等の増減額

を 計 上 し た も の で 、 こ の 補 正 額 を 297,000,000 円 の 増 と し 、 予 算 総 額 を

46,490,281,000 円とするものである。 

  なお、債務負担行為の補正については、第２表の１及び第２表の２のとおりで

ある。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならない。 

第１号 省略 

(2) 予算を定めること。 

第３号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

◎ 議案第５０号 工事請負契約の締結について 

 

  鹿沼市花木センター（仮称）イベントスペース新築工事（建築工事）の事後審

査型条件付き一般競争入札を去る４月２３日に行い、その結果、神谷・中田特定

建設工事共同企業体が 633,600,000 円で落札したので、本契約を締結するための

ものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならない。 

第１号から第４号まで 省略 

 (5) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定

める契約を締結すること。 

第６号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

 



       議会の議決に付すべき契約及び財産の取得 

       又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければな

らない契約は、予定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造

の請負とする。 

 

◎ 議案第５１号 物品購入契約の締結について 

 

  救助工作車Ⅱ型購入に係る指名競争入札を去る４月２７日に行い、その結果、

帝商株式会社が 264,550,000 円で落札したので、本契約を締結するためのもので

ある。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならない。 

第１号から第７号まで 省略 

(8) 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について

政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をす

ること。 

第９号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

       議会の議決に付すべき契約及び財産の取得     

       又は処分に関する条例 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さな 

ければならない財産の取得又は処分は、予定価格２，０００万 

円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地につ

いては、１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限

る。）又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 

 

◎ 議案第５２号 物品購入契約の締結について 

 

  鹿沼市消防団消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）購入に係る指名競争入札を去る

４月２７日に行い、その結果、ジーエムいちはら工業株式会社が 55,220,000 円

で落札したので、本契約を締結するためのものである。 



（参照条文） 議案第５１号と同じ。 

 

◎ 議案第５３号 鹿沼市行政手続における特定の個人を識別するための番 

         号の利用等に関する法律施行条例の一部改正について 

 

  障害者等への地域生活支援事業等に関する事務において、マイナンバーを利用

した他市町村との情報連携を行うことにより、申請書類の一部を省略し、手続の

負担軽減と利便性の向上を図るためのものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな 

ければならない。 

 (1) 条例を設け又は改廃すること。 

第２号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

◎ 議案第５４号 鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につ 

         いて 

 

  潜水訓練又は潜水作業に従事した消防職員に潜水業務手当を支給するための

ものである。 

 

（参照条文） 議案第５３号と同じ。 

 

◎ 議案第５５号 鹿沼市税条例の一部改正について 

 

  地方税法の一部改正に伴い、セルフメディケーション税制の適用期間の撤廃及

び住宅ローン減税の延長並びに固定資産税における免税点の引上げを行うとと

もに、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例等を定めるためのもの

である。 

 

（参照条文） 議案第５３号と同じ。 

 



◎ 議案第５６号 鹿沼市都市計画税条例の一部改正について 

 

  地方税法の一部改正に伴い、バリアフリー改修が行われた特別特定建築物への

課税標準の特例の割合を定めるためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５３号と同じ。 

 

◎ 議案第５７号 鹿沼市都市公園条例の一部改正について 

 

  出会いの森総合公園のキャンプ場の使用料を見直すためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５３号と同じ。 

 

◎ 議案第５８号 鹿沼市学童保育館条例の一部改正について 

 

  令和９年度から、菊沢東小学校学童保育館及びみなみ小学校学童保育館に指定

管理者制度を導入するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５３号と同じ。 

 

◎ 議案第５９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  人権擁護委員斎藤隆男氏が令和８年９月３０日をもって任期満了となるので、

新たに小杉佳恵氏を推薦するためのものである。 

 

（参照条文） 人権擁護委員法 

第６条 第１項及び第２項 省略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙

権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権

擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に

携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体で  

あって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁 



護委員の候補者を推薦しなければならない。 

第４項から第８項まで 省略 

 

◎ 議案第６０号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

  人権擁護委員鈴木改子氏が令和８年９月３０日をもって任期満了となるので、

新たに鈴木堅二氏を推薦するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５９号と同じ。 

 

◎ 議案第６１号 鹿沼市固定資産評価員の選任について 

 

  本市固定資産評価員益子則男氏が令和８年６月２日をもって辞職するので、新

たに秋澤一彦氏を選任するためのものである。 

 

（参照条文） 地方税法 

第４０４条 第１項 省略 

２ 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有

する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、

選任する。 

第３項及び第４項 省略 

 

◎ 議案第６２号 鹿沼市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

  本市固定資産評価審査委員会委員毛束和弘氏が令和８年６月６日をもって任

期満了となるので、引き続き同氏を選任するためのものである。 

 

（参照条文） 地方税法 

第４２３条 第１項及び第２項 省略 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村

税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有

する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が

選任する。 

第４項から第９項まで 省略 

 



◎ 議案第６３号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き田野井晃造氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 農業委員会等に関する法律 

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化

の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関

しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、

議会の同意を得て、任命する。 

第２項から第７項まで 省略 

 

◎ 議案第６４号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に田島穣氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第６５号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き竹澤靖氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第６６号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に齋藤忠氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 



◎ 議案第６７号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に福田朗氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第６８号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に柴田晃氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第６９号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き小林和夫氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７０号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き仲田裕子氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７１号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に須藤幸雄氏を任命するためのものである。 



（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７２号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に矢野幸男氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７３号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き早乙女八重子氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７４号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き神長守雄氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７５号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き松井研吉氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

 



◎ 議案第７６号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き安生芳子氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７７号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に大類英明氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７８号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き神山卓也氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第７９号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に根本英一氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第８０号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き大森用子氏を任命するためのものである。 



（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第８１号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

  本市農業委員会委員が令和８年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に鈴木登氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第６３号と同じ。 

 

◎ 議案第８２号 鹿沼市副市長の選任について 

 

  本市副市長福田義一氏が令和８年６月３０日をもって任期満了となるので、新

たに竹澤英明氏を選任するためのものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第１６２条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議

会の同意を得てこれを選任する。 

 






